
市政の動き
（11月16日～12月15日）

市役所等で行われた会議について、その内容を概略で
お知らせします。詳しくはホームページまで。

会議名など 内　容

11月16日（水）
第３回長浜市都市計画審議会
担当課:都市計画課（☎65－6562）

14件の審議事項について、それぞれ原案に同意することを議決し
ました。また長浜市都市計画マスタープランの改定の経過報告お
よび田村駅周辺整備基本構想、都市計画法に基づく開発許可基準
等の改正について、説明を受けました。

11月17日（木）
第３回長浜市支え合いの地域づくり推進委員会
担当課:高齢福祉介護課（☎65－7789）

長浜市支え合いの地域づくり推進委員会の役員を選出し、平成29
年度の事業展開について審議・情報交換を行いました。また、生活
支援コーディネーターによる活動について報告しました。

11月22日（火）
長浜市指定管理者選定委員会第１委員会（第３回会議）
担当課:行政経営改革課（☎65－6702）

指定管理者候補について審査を行った結果、慶雲館は公益社団法
人長浜観光協会、つづらお荘は有限会社カンポを候補として適当
と判断しました。

11月24日（木）
長浜市地域福祉計画検討委員会第１回会議
担当課:社会福祉課（☎65－6536）

長浜市地域福祉計画策定（改定）に向けて、アンケートの調査結
果、グループインタビューの結果、ワーキンググループでの協議
等を踏まえた計画の構成案や骨子概要について説明を受け、質疑
応答および意見交換を行いました。

11月24日（木）
長浜市景観審議会
担当課:都市計画課（☎65－6562）

平成28年度長浜景観広告賞の選定（第二次審査）を行い、長浜景観
広告大賞１点と長浜景観広告賞４点を選定しました。

11月28日（月）
長浜市環境審議会
担当課:環境保全課（☎65－6513）

長浜市環境基本計画の進捗状況、長浜エコネットワーク協議会に
ついて報告・説明を受け質疑応答・意見交換を行いました。
また、次期環境基本計画の策定にかかる行程案について意見交換
を行いました。

11月29日（火）
長浜市指定管理者選定委員会第１委員会（第４回会議）
担当課:行政経営改革課（☎65－6702）

びわ体育館・六荘まちづくりセンター・神照まちづくりセンター
の指定管理者の募集にあたり、募集方法および募集要項等につい
て審議しました。

12月１日（木）
第２回長浜市高齢者保健福祉審議会
担当課:高齢福祉介護課（☎65－7789）

第７期のゴールドプラン策定に向けたアンケート調査の実施内
容、平成29年度の事業展開について審議・情報交換を行いました。
また、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所より利用状況
の報告を受けました。

12月１日（木）
第２回長浜市病院事業改革プラン評価委員会
担当課:市立長浜病院経営企画課（☎68－2300㈹）
　　　長浜市立湖北病院管理課（☎82－3315㈹）

平成28年度長浜市病院事業の上半期の収支状況および改革プラ
ンの取組状況について説明を受け、意見交換を行いました。また
平成28年度中に策定する中期経営計画（新改革プラン）の素案を
検討・修正しました。

長浜景観広告賞

•used★clothing　tetra（宮前町）

•Boulangerie　NATURE（内保町）

•ダイコウ醤油（木之本町木之本）

•Nanao　pottery（木之本町木之本）

▲浜湖月南側門の壁面広告物

長浜景観広告賞が決まりました
問都市計画課（☎６５－６５６２）

　市では、魅力ある景観まちづくりを推進するため、長浜景観広告賞を設けています。

　今年度も、まちなみと調和しているなどの優れたデザインを有する屋外広告物を募集したところ、27点の応募

があり、受賞広告物を次のとおり決定しました。

※ デザイナーや選定の経緯、講評など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

長浜景観広告大賞　浜湖月（公園町）

【市景観審議会の講評】
　水平線に沈む夕陽の赤い色が特徴的

で、びわ湖岸に立地する旅館の魅力を

優れたデザインでよく表現している。

特徴のある独特な書体からホスピタリ

ティが伝わってくる。
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市営住宅の入居者を募集します
 問建築住宅課（☎６５－６５３３）

◆一般入居向け

募集住宅 建設年度 構造 間取り 住戸面積
平成28年度家賃月額

※入居者の収入月額により算定

新旭町第４団地第９号（新旭町） S62年度
簡易耐火構造
２階建

３K
64.92㎡

16,300円～32,100円

長田町団地第10号（長田町） S63年度 16,600円～32,600円

桜町第３団地第16号（桜町） S53年度 55.47㎡ 12,200円～23,900円

※入居できる期間は、入居可能日から最長10年間です。

◆子育て支援向け

募集住宅 建設年度 構造 間取り 住戸面積 階
平成28年度家賃月額

※入居者の収入月額により算定

常喜団地第３－３号（常喜町） H９年度 中層耐火構造
３階建

３LDK
68.90㎡ ２ 20,300円～40,000円

八幡中山団地第１－５号（八幡中山町） H13年度 70.10㎡ ３ 25,100円～49,300円

※ 子育て支援向けの住宅に入居できる期間は、入居可能日から10年間、または一番小さい子が18歳に達した日以降の最
初の３月31日までのいずれか短い期間です。

【
申
込
要
件
】
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の
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べ
て
の
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件
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満
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す
人

●
共
通
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件
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市
内
に
住
所
ま
た
は
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務
場
所
を
有
し
、
市
税
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よ
び
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民
健
康
保
険
料
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）
の
滞
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込
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よ
び
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定
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暴
力
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員
で
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い
こ
と
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込
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帯
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収
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計
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あ
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こ
と
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し
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す
る
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等
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21
万
４
千
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以
下
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詳
し
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だ
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申
込
者
が
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前
に
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ま

れ
た
人
で
、
同
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予
定
者
の
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ず
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も
が
昭

和
31
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
ま
た

は
平
成
11
年
１
月
23
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

の
場
合
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申
込
者
ま
た
は
同
居
予
定
者
に
次
の
い
ず
れ

か
の
手
帳
を
お
持
ち
の
人
が
い
る
場
合

　
　
⑴
身
体
障
害
者
手
帳
〈
１
〜
４
級
〉

　
　
⑵
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
〈
１
〜
２
級
〉
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療
育
手
帳
（
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

〈
１
〜
２
級
〉
と
同
程
度
）

　
・ 

小
学
校
就
学
前
の
子
（
平
成
22
年
４
月
２
日

以
降
生
ま
れ
）
が
い
る
世
帯

⑤
現
に
住
宅
に
お
困
り
で
あ
る
こ
と

●
子
育
て
支
援
向
け
住
宅
の
要
件

・ 

申
込
時
点
で
中
学
校
就
学
前
の
子
を
扶
養
し
、

現
に
同
居
、
ま
た
は
同
居
を
予
定
し
て
い
る
こ

と

【
入
居
の
時
期
】

　
３
月
（
予
定
）

【
選
考
方
法
】

　
申
込
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人
の
中
か
ら
、
市

営
住
宅
運
営
委
員
会
の
審
査
を
経
て
公
開
抽
選
対

象
者
を
決
定
し
、
そ
の
後
、
公
開
抽
選
に
よ
り
入

居
者
を
決
定
し
ま
す
。

【
そ
　
の
　
他
】

　
・ 

原
則
、
代
理
人
を
通
じ
て
の
申
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
。

　
・ 

入
居
に
際
し
て
は
、
連
帯
保
証
人
２
人
が
必

要
で
す
。（
申
込
時
に
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

　
　
※ 

連
帯
保
証
人
は
、
市
内
に
居
住
し
、
所
得

月
額
が
10
万
４
千
円
（
年
間
所
得
÷
12
か

月
）
を
超
え
る
人
で
す
。

　
・ 

家
賃
は
、
入
居
者
の
収
入
月
額
に
よ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
段
階
的
に
異
な
り
ま
す
。

　
・ 

入
居
時
に
は
、
敷
金
（
家
賃
３
か
月
分
）
を

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
募
集
期
間

　
１
月
23
日
（
月
）
〜
２
月
２
日
（
木
）

　 

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）

※ 

１
月
６
日
（
金
）
か
ら
建
築
住
宅
課
、
北

部
振
興
局
お
よ
び
各
支
所
で
募
集
案
内
書

を
配
布
し
ま
す
。

■
申
込
場
所

　
建
築
住
宅
課
〈
東
館
２
階
〉
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